
 

写真 ※北側から撮影 



 

※南側から撮影 

土地境界に跨って擁壁が設置されているほか，擁壁の基礎が隣接土地内

に存在していることから，隣接土地所有者３名と覚書を締結し，「擁壁の

無償残存，擁壁に影響をおよぼす工事を行う場合は事前に説明を要する

こと，土地の所有者を変更する場合は覚書の事項を変更後の所有者に承

継させること等」について合意しております。 


